
新城地区学習等供用施設利用料金表 

令和 8年 4月 1日現在 

 

別表第 2（第 18条関係） 

 施設に係る利用料金 

 

種別 

 

対象 

利用料金 

午前９時～午後５時 午後５時～午後 10時 サークル 

1ヶ月単

位 

ホール 区内 平日：1時間×1,000円 

休日：1時間×1,500円 

平日：1時間×1,500円 

休日：1時間×2,000円 

1,000円 

区外 1時間×2,000円 1時間×4,000円 2,000円 

保育室 区内 1時間×1,000円 1時間×1,000円 1,000円 

区外 1時間×1,000円 1時間×1,000円 2,000円 

学習室 区内 1時間×1,000円 1時間×1,000円 1,000円 

区外 1時間×1,000円 1時間×1,000円 2,000円 

調理室 区内 1時間×300円 1時間×400円 1,000円 

区外 1時間×300円 1時間×400円 2,000円 

備考 ・1時間に満たないときは、1時間とする。 

・「休養室」の利用料は、無料とする。 

・自治会長が必要と認める場合は使用料の一部又は、全部を減免する

ことができる。 

・区民サークルに区外から参加する場合は、別途 1人あたり月 500円

を追加徴収する。 

【補足】「ホール」とは集会場及びステージとする。「調理室」とは調理実習室をいう。 

 

別表第 3（第 18条関係） 

 冷房に係る利用料金 

名  称 1時間につき利用料金 

ホール 2,000円 

休養室 500円 

学習室 500円 

調理室 500円 

 

宜野湾市新城二丁目 29番 1号 

新城区自治会 

電話：892-2528 


